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１
．
生
活
機
能
評
価
と
は

　

介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
る
こ
と

を
防
ぎ
、
い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く

住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立
し
た
生
活

を
送
る
た
め
に
は
、
生
活
習
慣
病
の

予
防
だ
け
で
な
く
、
生
活
機
能
の
低

下
を
早
期
に
予
防
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
大
崎
町
で
は
65
歳
以

上
の
人
（
要
介
護
・
要
支
援
対
象
者

を
除
く
）
を
対
象
に
、
介
護
予
防
健

診
と
し
て
『
生
活
機
能
評
価
』
を
実

施
し
ま
す
。
日
常
生
活
を
営
む
た
め

に
必
要
な
機
能
を
運
動
機
能
・
口
腔

機
能
・
栄
養
状
態
・
精
神
状
態
・
閉

じ
こ
も
り
の
有
無
・
認
知
症
の
有
無

の
６
つ
の
分
野
か
ら
調
べ
る
検
査
で

す
。

２
．
健
診
内
容

①
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
25
項
目

の
問
診
表
）

　

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
結
果
、

生
活
機
能
低
下
の
恐
れ
が
あ
る
場

合
に
は
次
の
②
と
③
を
実
施
し
ま

す
。

②
生
活
機
能
チ
ェ
ッ
ク
（
医
師
に
よ

る
問
診
、
診
察
、
身
体
計
測
、
血

圧
測
定
）

③
生
活
機
能
検
査
（
血
液
検
査
、
心

電
図
検
査
等
を
実
施
）

　

②
と
③
の
結
果
、
生
活
機
能
の
低

下
あ
り
と
判
定
さ
れ
た
人
（
特
定
高

齢
者
）
に
対
し
、
大
崎
町
が
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

３
．
対
象
者

　

平
成
20
年
８
月
31
日
現
在
に
お
い

て
、
65
歳
以
上
で
大
崎
町
介
護
保
険

の
第
１
号
被
保
険
者
に
該
当
し
、
要

介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
な

い
人

４
．
自
己
負
担
額

　

無
料

５
．
受
診
方
法

　

生
活
機
能
評
価
の
受
診
に
つ
い
て

は
、
８
月
に
実
施
さ
れ
る
特
定
健
診

ま
た
は
、
一
般
健
診
と
同
時
に
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

·
大
崎
町
役
場　

保
健
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　

高
齢
者
福
祉
係

　

℡
０
９
９
‐
４
７
６
‐
１
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
１
４
３
）

·
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
０
９
９
‐
４
７
１
‐
７
８
２
８

【
募
集
科
名
】

　

電
気
設
備
科
（
仮
称
）
定
員
20
人

訓
練
期
間
２
年

【
応
募
資
格
】

　

高
等
学
校
を
平
成
21
年
３
月
卒
業

見
込
み
の
人

【
願
書
受
付
】

　

平
成
20
年
８
月
25
日
〜
９
月
10
日

【
試
験
日
】

　

平
成
20
年
９
月
22
日
㈪

【
試
験
科
目
】

　

数
学
Ⅰ
お
よ
び
面
接

【
試
験
会
場
】

　

県
立
鹿
屋
高
等
技
術
専
門
校

【
合
格
発
表
】

　

平
成
20
年
９
月
30
日
㈫

※
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
開
催

　

平
成
20
年
８
月
28
日
㈭

　

午
前
10
：
30
〜
正
午
ま
で

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

県
立
鹿
屋
高
等
技
術
専
門
校

　

鹿
屋
市
川
西
町
３
４
８
２

　

℡
０
９
９
４
‐
４
４
‐
８
６
７
４

◆
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
の
正
し
い
使
い

方
！

·
容
器
を
過
熱
さ
せ
る
よ
う
な
使
い

方
は
し
な
い
。

·
容
器
は
専
用
の
も
の
を
使
用
す

る
。

·
２
台
以
上
並
べ
て
使
用
し
な
い
。

·
ボ
ン
ベ
は
高
温
と
な
る
場
所
に
置

か
な
い
。

◆
ガ
ソ
リ
ン
を
ポ
リ
容
器
に
入
れ
て

は
ダ
メ
！

·
ポ
リ
容
器
で
の
ガ
ソ
リ
ン
の
購
入

は
で
き
ま
せ
ん
。

·
金
属
容
器
で
40
リ
ッ
ト
ル
以
上
保

管
す
る
場
合
は
、
消
防
署
へ
の
届

け
出
が
必
要
で
す
。

·
セ
ル
フ
ス
タ
ン
ド
で
は
、
利
用
者

が
直
接
ガ
ソ
リ
ン
を
容
器
に
詰
め

替
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

大
隅
曽
於
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部

　

警
防
課
警
防
係

　

℡
０
９
９
‐
４
８
２
‐
０
５
７
９

　

予
防
課
危
険
物
係

　

℡
０
９
９
‐
４
８
２
‐
５
５
７
７

お知らせ

大
隅
曽
於
地
区
消
防
署

か
ら
の
お
知
ら
せ

生
活
機
能
評
価受診

に
つ
い
て

県
立
鹿
屋
技
術
専
門
校

推
薦
入
学
生
の
募
集

広告

広告


